
学校法人明照学園行動計画
（次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画）

職員が長く勤められ、個々の能力を存分に発揮し、女性が活躍できる雇用環境及び男女

ともに仕事と育児・介護との両立を図ることができる就労環境を整備するため、次のよう

に行動計画を策定する。

１ 計画期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日までの５年間

２ 内 容

目 標１：仕事と育児・介護の両立を支援するための制度の周知徹底

＜対 策＞

令和 8 年 4 月～ 整備した次世代育成支援対策推進に係る「育児・介護休業等に関す

る規則」等と制度利用の周知を図る。

令和 8 年 4 月～ 制度利用に対する職場の理解を深めるため、管理職等に対し、本学

の規則等と育児休業等の支援措置について周知と理解を促進する。

令和 8 年 4 月～ 「育児・介護休業等に関する規則」に基づく各種制度についての相

談窓口を設置し、相談先を周知する。各種制度について、該当者に

対して個別周知と意向確認を行う。

目 標２：制度の利用促進のための環境整備（父親も子育てができる働き方の実現）

個別目標 ・男性の育児休業等の取得目標を１０％以上にする。

・専任教職員の有給休暇の取得日数を１人当たり平均１２日以上にする。

＜対 策＞

令和 8年 4月～ 制度の相談窓口を設置し、相談先を周知する。

令和 8 年 4 月～ 制度利用該当職員が出現した場合には、働き方の見直しや非常勤職

員等の弾力的な配置等育児休業を取得する職員に対する円滑な対応

が可能となるよう、支援方策を検討・整備する。

令和 8 年 9 月～ 管理職が、職員個人ごとの年次有給休暇等の取得状況や業務の進捗

状況を把握する。

令和 8 年 9 月～ 職員の心身の健康維持や仕事の効率化のため、年次有給休暇等の計

画的取得を促進する。

目 標３：男女の雇用機会の均等と女性の勤続年数の延長

個別目標 ・採用者に占める女性の割合を３０％以上にする。

・男女の勤続年数の差を５年以内にする。

＜対 策＞

令和 8 年 4 月～ 過去 5 年間における採用者に占める女性の割合及び職種別平均継続
勤務年数について、継続的に調査する。

令和 8 年 9 月～ 職員採用に当たっては、上記調査結果等を踏まえて、男女の雇用機

会の均等に配慮し、選考基準の公正な運用に努める。


